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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第50期

第２四半期連結
累計期間

第51期
第２四半期連結

累計期間
第50期

会計期間

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成26年
　４月１日
至平成27年
　３月31日

売上高 （千円） 5,614,415 5,500,137 10,803,477

経常利益 （千円） 398,649 215,501 791,440

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 267,934 120,799 463,346

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 284,693 127,825 495,396

純資産額 （千円） 4,774,108 5,057,327 4,984,811

総資産額 （千円） 8,553,404 8,719,224 8,940,418

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 48.44 21.84 83.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 55.8 58.0 55.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 78,976 △240,270 261,602

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △44,878 △33,228 △2,300

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △58,710 △55,218 △59,199

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,223,962 3,119,959 3,448,677

 

回次
第50期

第２四半期連結
会計期間

第51期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 27.17 15.28

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および連結子会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

株式取得による子会社化

当社は、平成27年８月７日および平成27年９月14日開催の取締役会において、株式会社ウイルコホールディングス

の子会社である株式会社エルネット（平成27年10月１日付にて株式会社関西ぱどに商号変更）の郵便物等発送代行事

業を承継する新設分割設立会社の全株式を株式会社ウイルコホールディングスより取得して子会社化することについ

て決議いたしました。

１．株式取得の目的

株式会社エルネットの郵便物等発送代行事業を承継する新設分割設立会社を子会社化することにより、当社グルー

プの事業領域を拡大できること、全国に展開する当社の営業ネットワークを活用することにより、新たなお客様を開

拓できること、ならびに当事業で提供するサービスが、地方自治体・地域事業者のＤＭ発送コスト削減につながり、

地方創生への貢献が期待できることから、さらなる企業価値の向上がはかれるものと判断しております。

２．株式取得の相手先会社の名称

株式会社ウイルコホールディングス

３．新設分割設立会社の概要

名 称           ：株式会社エルネット

所在地           ：大阪市西区靱本町一丁目10番24号

代表者の役職・氏名：代表取締役 北田淳一（平成27年10月１日付にて代表取締役社長塩野勝に異動）

事業内容         ：郵便物の発送代行等

資本金           ：10,000千円

分割設立年月日   ：平成27年10月１日

４．株式取得の時期

平成27年10月１日

５．取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率

取得する株式の数 ：200株

取得価額         ：270,000千円

取得後の持分比率 ：100％

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。

なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間において当社グループは、地方創生の一翼を担う「社会貢献型企業」を目指して、地域

社会への貢献という経営理念実現のため、行政情報誌『わが街事典』の発行を中心とする官民協働事業、ふるさと納

税制度の一括業務代行事業、ｅコマースによる地域特産品の販売事業などに取り組み、地方自治体、地域の事業者の

プロモーションを支援し、ソリューションを提供してまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は対前年同期比2.0％減の55億円となりました。利益面に

おきましては、営業強化に向けての人件費の増加もあり、営業利益が対前年同期比36.7％減の２億２百万円、経常利

益が対前年同期比45.9％減の２億15百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が対前年同期比54.9％減の１億20百

万円となりました。

なお、平成27年10月１日をもって、郵便物等発送代行事業を営む株式会社エルネットを完全子会社化しておりま

す。

事業部門別の状況は次のとおりであります。
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①プリントメディア事業

プリントメディア事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において、官民協働による行政情報誌『わが

街事典』は、大阪府豊中市や京都府亀岡市など再版を発行するとともに、兵庫県稲美町や佐賀県みやき町などで新

たに発行し、発行エリアの拡大に努め、72の地方自治体と共同発行いたしました。また、子育てガイドや生涯学習

などジャンル別行政情報誌の発行にも取り組みました。50音別電話帳『テレパル５０』につきましても、引き続き

行政情報や特集企画を掲載した電話帳の発行を進めました。その結果、売上高は、対前年同期比3.2％減の36億39

百万円となりました。

②ＩＴメディア事業

ＩＴメディア事業におきましては、当第２四半期連結累計期間において、ふるさと納税制度の一括業務代行に関

する協定は、広島県府中市など27の市や町と締結いたしました。ヤフー株式会社との販売提携による広告の販売に

も積極的に取り組みました。

連結子会社株式会社サイネックス・ネットワークにおける『わが街とくさんネット』等の物販事業はふるさと納

税制度の一括業務代行の貢献もあり順調に推移いたしました。これらの結果、売上高は、対前年同期比0.3％増の

18億60百万円となりました。

（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、87億19百万円となり、前連結会計年度末比２億21百万円の減少と

なりました。その主な要因は、現金及び預金の減少額２億41百万円等によるものであります。

なお、純資産は50億57百万円となり、自己資本比率は当四半期において2.2ポイント上昇し58.0％となりました。

（3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億28百万円減少し、当第２

四半期連結会計期間末には31億19百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は２億40百万円（前年同期は78百万円の収入）となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益２億20百万円、減価償却費81百万円等による収入に対し、前受金の減少額

３億円、法人税等の支払額１億62百万円、売上債権の増加額97百万円等の支出によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は33百万円（前年同期比26.0％減）となりました。

　これは主に、定期預金の払戻による収入３億１百万円、投資有価証券の償還による収入１億円等に対し、定期預金

の預入による支出３億88百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円

等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は55百万円（同5.9％減）となりました。

　これは主に、配当金の支払額55百万円によるものであります。

 

（4）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。

（6）経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループは、創業以来、電話帳をはじめとする各種広告媒体の発行を通じて、地域に根差した経営を志し、地

域社会の活性化に貢献すべく努めてまいりました。

現在、地方の抱える問題は、長引く不況による自治体財政の逼迫と地域経済の衰退です。少子高齢化、すなわち生

産年齢人口の減少による税収の減少、老齢人口の増加による社会保障費増大により、この先自治体経営はさらに厳し

さを増していきます。また、産業空洞化や公共事業費の削減等の影響により地域経済は苦しさを増しています。

このような状況において、公共の領域を地方自治体だけで賄うことは容易ではなく、地域が一体となって公共を支

えていかなければなりません。そのための重要な手法が官民協働であり、文化や風土の異なる官と民との異分子結合

により相乗効果を発揮し、地域イノベーションが創出されるという発想です。

EDINET提出書類

株式会社　サイネックス(E00744)

四半期報告書

 4/20



そのような発想に立って、平成19年より、地方自治体との官民協働型による行政情報誌『わが街事典』の共同発行

事業に取り組んでまいりました。届出、手続きから公共施設の利用、年金・保険、医療・介護、子育て・教育そして

災害対策といった住民に対して重要な行政サービスの理解を深めてもらうことが市民生活にとって不可欠であり、行

政そのものに関心を持ってもらうことがこの事業の目的です。さらなる情報発信力の拡大と利便性の向上をはかるた

め行政情報誌の電子書籍化にも取組んでおります。

当社グループは、官民協働という手法により、当社グループが関与することで地域イノベーションが創出されたと

いう事例を増やしていくことを目標にしております。

地域イノベーションを創出するアプローチとしては、行財政改革と経済的価値の２つが存在します。この内、行財

政改革については、民間の経営手法・マネジメントを取り入れることで、自治体のコスト削減や公共サービスの収益

事業化により、税収の拡大や歳出の減少を狙っています。具体的な事業の例は、行政情報誌『わが街事典』発行事業

や、地域情報サイト『ＣｉｔｙＤＯ！』、『わが街ふるさと納税』などのシティセールス・プロモーション事業が該

当します。

一方、経済的価値については、自治体と新たな事業領域を構築することを狙っています。具体的な事業の例は、連

結子会社株式会社サイネックス・ネットワークの『トラベルサーチ』における旅行商品の販売や、『わが街とくさん

ネット』における地域特産品の販売などのｅコマース事業が該当します。これら、２つのアプローチを併用して、地

域イノベーションを誘導し地域再生につなげます。

今後とも、地域経済の活性化を支援し、地方創生の一翼を担う「社会貢献型企業」として、地場産業の振興や観光

集客へのお手伝いもおこなってまいりたいと考えております。

（7）資本の財源および資金の流動性についての分析

　当社グループの資金状況は、運転資金、設備投資資金、戦略投資資金等の必要資金を主に事業利益から得られる内

部留保資金または借入金により調達することとしております。このうち、借入金による資金調達については、短期借

入金であり、未行使の借入枠利用により調達することが一般的であります。平成27年９月30日現在、短期借入金の残

高は、３億50百万円であります。

　平成27年９月30日現在、長期借入金の残高はありません。将来大規模な設備投資資金および戦略投資資金などの長

期資金需要が発生した場合には、手許資金の流動性と安全性を確保するため、長期借入金による資金調達についても

検討する方針であります。

　当社グループは、その健全な財政状態、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力および未行使の借入枠

により、当社グループの成長を維持するため将来必要な運転資金、設備投資資金、戦略投資資金を調達することが可

能と考えております。

（8）経営者の問題意識と今後の方針について

次期の見通しにつきましては、政府の経済政策や所得の向上による消費回復等により、国内景気の回復が期待され

ますが、国際情勢における地政学的リスクを背景とした海外経済の下振れリスクが懸念され、依然として不透明な状

況が続くものと予想されます。

また、地方経済につきましては、政府による地域活性化政策に期待されますが、その効果が顕著となるには、相当

の時間を要するものと思われます。

このような経営環境において、当社グループは、地方財政の逼迫に対応すべく、行政と民間企業による提携、すな

わち、パブリック・プライベート・パートナーシップの理念に則り民間活力を導入し、公共の領域での新たな事業創

造を推進し、地域社会の発展を担う「社会貢献型企業」を目指して、官民協働で地域再生支援に取り組んでまいりま

す。

さらに、官民協働による取り組みは、互いの持つ知恵や能力、経験により、新しい付加価値を創造する地域イノ

ベーションが期待されます。その考え方に基づいて、地域情報の発信、特産品の販売や観光客の呼び込み、ふるさと

納税活性化支援など、地域を活性化するような事業に取り組んでまいります。

官民協働事業を当社グループの中核事業と位置付け、行政との連携を強化し、地域社会の活性化に寄与する「社会

貢献型企業」を目指してまいります。

あわせて、一層の原価低減、経費削減などにも取り組み、継続的に利益を確保する体制の構築に努めるとともに、

コンプライアンスの徹底を経営上の最重要課題と位置付け、さらなる充実をはかってまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,000,000

計 22,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,470,660 6,470,660
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

100株

計 6,470,660 6,470,660 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年７月１日～

平成27年９月30日
－ 6,470,660 － 750,000 － 552,095
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社富士総研
大阪市天王寺区上本町九丁目４番５－603

号
1,619 25.02

ヤフー株式会社 東京都港区赤坂九丁目７番１号 648 10.01

村田　吉優 大阪市天王寺区 619 9.58

サイネックス従業員持株会 大阪市中央区瓦屋町三丁目６番13号 506 7.83

サイネックス共栄会 大阪市中央区瓦屋町三丁目６番13号 181 2.80

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 150 2.32

資産管理サービス信託銀行株式

会社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号

晴海トリトンスクエアタワーZ
109 1.70

久保田 貴幸 東京都練馬区 106 1.65

有限会社サンヨー
大阪市中央区内平野町二丁目３番14号

ライオンズビル大手前1202号
100 1.55

株式会社ウイルコホールディン

グス
石川県白山市福留町370番地 86 1.34

計 － 4,128 63.81

　（注）１．資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。

２．上記のほか、自己株式が939千株あります。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  939,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,529,500 55,295 －

単元未満株式 普通株式    1,460 － －

発行済株式総数 6,470,660 － －

総株主の議決権 － 55,295 －

 

②【自己株式等】

平成27年９月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社サイネッ

クス

大阪市中央区瓦屋

町三丁目６番13号
939,700 － 939,700 14.52

計 － 939,700 － 939,700 14.52
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,009,662 3,767,941

受取手形及び売掛金 996,591 1,094,492

有価証券 30,015 30,018

商品及び製品 78,511 24,202

仕掛品 99,693 112,145

原材料及び貯蔵品 25,191 15,257

その他 240,391 235,465

貸倒引当金 △21,330 △22,625

流動資産合計 5,458,724 5,256,897

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 363,182 354,967

機械装置及び運搬具（純額） 211,415 190,243

土地 639,761 639,761

リース資産（純額） 17,572 8,543

その他（純額） 37,195 43,079

有形固定資産合計 1,269,126 1,236,595

無形固定資産   

その他 124,966 106,959

無形固定資産合計 124,966 106,959

投資その他の資産   

投資有価証券 563,602 534,019

その他 1,537,625 1,598,380

貸倒引当金 △13,627 △13,627

投資その他の資産合計 2,087,600 2,118,771

固定資産合計 3,481,693 3,462,327

資産合計 8,940,418 8,719,224
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 400,156 411,832

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 170,327 153,700

前受金 1,014,040 713,777

賞与引当金 153,974 227,695

その他 494,481 415,902

流動負債合計 2,582,981 2,272,907

固定負債   

役員退職慰労引当金 88,918 83,447

退職給付に係る負債 1,283,707 1,305,541

固定負債合計 1,372,625 1,388,989

負債合計 3,955,606 3,661,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 552,095 552,095

利益剰余金 4,019,942 4,085,432

自己株式 △277,354 △277,354

株主資本合計 5,044,684 5,110,174

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,124 2,896

退職給付に係る調整累計額 △69,997 △55,743

その他の包括利益累計額合計 △59,872 △52,847

非支配株主持分 － －

純資産合計 4,984,811 5,057,327

負債純資産合計 8,940,418 8,719,224
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 5,614,415 5,500,137

売上原価 2,534,933 2,411,944

売上総利益 3,079,482 3,088,193

販売費及び一般管理費 ※ 2,759,343 ※ 2,885,529

営業利益 320,139 202,663

営業外収益   

受取利息 3,239 4,286

受取家賃 12,971 11,265

保険解約返戻金 36,150 －

貸倒引当金戻入額 2,450 －

為替差益 19,214 －

その他 7,176 14,744

営業外収益合計 81,202 30,297

営業外費用   

支払利息 2,629 2,627

複合金融商品評価損 － 11,820

為替差損 － 617

その他 62 2,394

営業外費用合計 2,692 17,459

経常利益 398,649 215,501

特別利益   

固定資産売却益 3,551 －

投資有価証券売却益 － 5,687

受取補償金 10,814 －

特別利益合計 14,366 5,687

特別損失   

固定資産除却損 3,784 90

投資有価証券評価損 5,687 279

特別損失合計 9,471 370

税金等調整前四半期純利益 403,544 220,818

法人税、住民税及び事業税 177,442 140,721

法人税等調整額 △41,832 △40,702

法人税等合計 135,610 100,018

四半期純利益 267,934 120,799

親会社株主に帰属する四半期純利益 267,934 120,799
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益 267,934 120,799

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,842 △7,228

退職給付に係る調整額 13,916 14,253

その他の包括利益合計 16,759 7,025

四半期包括利益 284,693 127,825

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 284,693 127,825

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 403,544 220,818

減価償却費 97,055 81,603

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,883 1,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,405 △5,470

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,375 73,720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 55,119 42,753

受取利息及び受取配当金 △4,212 △6,001

支払利息 2,629 2,627

保険解約返戻金 △36,150 －

為替差損益（△は益） △19,214 617

複合金融商品評価損益（△は益） － 11,820

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,687

投資有価証券評価損益（△は益） 5,687 279

受取補償金 △10,814 －

売上債権の増減額（△は増加） 241 △97,900

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,942 51,790

仕入債務の増減額（△は減少） 1,411 11,676

前受金の増減額（△は減少） △355,538 △300,263

その他 △101,656 △165,951

小計 218,942 △82,271

利息及び配当金の受取額 5,218 6,745

補償金の受取額 10,814 －

保険金の受取額 36,150 －

利息の支払額 △2,648 △2,658

法人税等の支払額 △189,501 △162,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,976 △240,270

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △408,000 △388,000

定期預金の払戻による収入 351,000 301,000

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △131,019 △22,808

有形固定資産の売却による収入 34,400 －

無形固定資産の取得による支出 △27,826 △27,385

貸付金の回収による収入 68 60

保険積立金の積立による支出 △2,098 △14,098

保険積立金の払戻による収入 137,358 41,494

預託金の返還による収入 4,200 －

その他 △2,961 △23,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,878 △33,228

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △60 －

配当金の支払額 △55,070 △55,144

リース債務の返済による支出 △3,579 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,710 △55,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,612 △328,718

現金及び現金同等物の期首残高 3,248,575 3,448,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,223,962 ※ 3,119,959
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

従業員給与 1,076,693千円 1,164,433千円

賞与引当金繰入額 185,007 182,388

退職給付費用 58,937 60,462

役員退職慰労引当金繰入額 3,368 3,252

貸倒引当金繰入額 1,670 2,415

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 3,841,951千円 3,767,941千円

有価証券勘定 330,561 30,018

計 4,172,512 3,797,959

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △648,000 △678,000

取得日から満期日又は償還日までの期間が

３ヶ月を超える債券
△300,550 －

現金及び現金同等物 3,223,962 3,119,959
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 55,309 10 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 55,309 10 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

　当社グループは、メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

当第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

　当社グループは、メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 48円44銭 21円84銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
267,934 120,799

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（千円）
267,934 120,799

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,530 5,530

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

（株式取得による子会社化）

　当社は、平成27年８月７日及び平成27年９月14日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月１日付で、株式会

社ウイルコホールディングスの子会社である株式会社エルネット（平成27年10月１日付にて株式会社関西ぱどに商

号変更）の郵便物等発送代行事業を承継する新設分割設立会社の全株式を株式会社ウイルコホールディングスより

取得し、以下のとおり子会社化を実施いたしました。
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１．株式取得の目的

　株式会社エルネットの郵便物等発送代行事業を承継する新設分割設立会社を子会社化することにより、当社グ

ループの事業領域を拡大できること、全国に展開する当社の営業ネットワークを活用することにより、新たなお

客様を開拓できること、ならびに当事業で提供するサービスが、地方自治体・地域事業者のＤＭ発送コスト削減

につながり、地方創生への貢献が期待できることから、さらなる企業価値の向上がはかれるものと判断しており

ます。

２．株式取得の相手先会社の名称

株式会社ウイルコホールディングス

３．新設分割設立会社の概要

名 称           ：株式会社エルネット

所在地           ：大阪市西区靱本町一丁目10番24号

代表者の役職・氏名：代表取締役 北田淳一（平成27年10月１日付にて代表取締役社長塩野勝に異動）

事業内容         ：郵便物の発送代行等

資本金           ：10,000千円

分割設立年月日   ：平成27年10月１日

４．株式取得の時期

平成27年10月１日

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

取得する株式の数 ：200株

取得価額         ：270,000千円

取得後の持分比率 ：100％

６．支払資金の調達及び支払方法

自己資金

 

（自己株式の取得）

当社は、平成27年９月24日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公

開買付けを行うことを決議し、以下のとおり実施いたしました。

１．自己株式の取得理由

　資本効率の向上を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするもの

であります。

２．自己株式取得に関する取締役会決議の内容

（１）取得する株式の種類

普通株式

（２）取得する株式の総数

450,100株（上限）

（発行済株式総数に対する割合6.96％）

（３）取得価額の総額

439,747,700円（上限）

（４）取得する期間

平成27年９月25日（金曜日）から平成27年11月30日（月曜日）まで

３．公開買付けの内容

（１）取得した株式の種類

普通株式

（２）取得した株式の総数

409,000株

（発行済株式総数に対する割合6.32％）

（３）取得価額の総額

399,593,000円

（注）上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれておりません。

（４）取得した期間

平成27年９月25日（金曜日）から平成27年10月23日（金曜日）まで

（５）決済の開始日

平成27年11月19日（木曜日）
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２【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　サイネックス(E00744)

四半期報告書

18/20



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年11月13日

株式会社サイネックス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐々木　健次　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中尾　志都　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サイ

ネックスの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成27年７月１日か

ら平成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サイネックス及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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